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市
で
は
、
乳
幼
児
医
療
費
の
自

己
負
担
分
（
保
険
適
用
分
）
に
つ
い

て
給
付
（
助
成
）
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
10
月
１
日
よ
り
給
付
内
容
の
一

部
が
変
わ
り
、
こ
れ
ま
で
給
付
の
な

か
っ
た
４
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま

で
の
幼
児
の
通
院
分
に
つ
い
て
、
給

付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

給
付
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
表

１
の
と
お
り
で
す
。

　

４
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の

幼
児
で
入
院
お
よ
び
通
院
に
つ
い
て
、

給
付
を
受
け
る
に
は
、
新
た
に
４
歳

か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
幼
児
に

対
す
る
「
受
給
資
格
証
」
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

受
給
資
格
証
の
交
付
に
は
、
新
規

の
申
請
が
必
要
で
す
。 

新新  

規規  

交交  

付付  

申申  

請請

受受  

給給  

資資  

格格

対象年齢
入　　　　院 通　　　　院

給付内容 給付方法 給付内容 給付方法

０から３歳 医療費適用の
自己負担の額

現物給付およ
び償還払い

医療費適用の
自己負担の額

現物給付およ
び償還払い

４歳から
小学校就学前

医療機関ごと
に入院１日に
つき500円を
差し引いた額

現物給付およ
び償還払い

１月分の保険
適用医療費の
自己負担額か
ら1,500円を
差し引いた額

償還払い

※現物給付…「乳幼児医療受給資格証」を市内の医療機関に提示するこ               
　　　　　　とにより、自己負担分を支払う必要がなくなります。ただ
　　　　　　し、現物給付を行っていない医療機関については、償還払
　　　　　　いとなります。
※償還払い…医療機関に自己負担額を支払い、領収書を添えて市に請求
　　　　　　すると翌月に給付となります。ただし、請求については診
　　　　　　療月の翌月から４カ月以内となります。

表１ 給付内容および給付方法

○
交
付
申
請
対
象
者
の
要
件

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
幼
児
の
保
護
者
で

平
成
19
年
中
の
所
得
が
表
２
の
所
得

制
限
限
度
額
以
下
の
か
た
で
、
平
成

14
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
16
年
10
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
が

い
る
か
た

○
交
付
申
請
に
必
要
な
書
類

　

▽
資
格
交
付
申
請
書

　

▽
同
意
書

　

▽
口
座
振
替
書

　

▽
印
鑑

　

▽
対
象
と
な
る
幼
児
の
被
保
険
者

　
　

証

※
平
成
20
年
１
月
１
日
以
降
に
本
市

　

に
転
入
し
た
か
た
は
、
平
成
20
年

　

１
月
１
日
に
居
住
し
て
い
た
市
町

　

村
の
「
平
成
20
年
度
所
得
課
税
証

　

明
書
」
も
必
要
と
な
り
ま
す
。 

※
口
座
振
り
替
え
に
つ
い
て
は
、
ゆ

　

う
ち
ょ
銀
行
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

　

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

扶養親族
所得制限
限度額

▽ 扶養親族が４人以上の場合、限度額
　は１人につき38万円加算

▽老人控除対象配偶者または老人扶養
　親族がいる場合、限度額は１人につ
　き10万円加算

▽特定扶養親族（16歳以上23歳未満の
　学生）がいる場合、限度額は１人に
　つき15万円加算

０人 2,342,000円

１人 2,722,000円

２人 3,102,000円

３人 3,482,000円

表２ 所得制限限度額

※国民健康保険加入の乳児(０歳児)には所得制限がありません。

　

平
成
20
年
10
月
２
日
以
降
に

４
歳
に
な
る
お
子
さ
ん
が
い
る

か
た
は
、
４
歳
か
ら
小
学
校
就

学
前
ま
で
の
「
受
給
資
格
証
」

の
交
付
申
請
を
誕
生
月
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
１
日
が
誕
生
日
の

か
た
は
誕
生
日
の
前
月
に
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
年
金
課
給
付
係

　

（
☎
㉓
５
１
１
１
内
線
２
４
６
）

　

平
成
20
年
10
月
１
日
更
新
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
配
達
方
法

が
郵
送
か
ら
宅
配
に
変
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
が

あ
る
か
た
で
特
別
な
事
情
が
あ
っ
て

十
和
田
市
に
居
住
し
て
い
な
い
な
ど

の
理
由
に
よ
り
、
郵
便
局
に
転
送
依

頼
を
し
て
い
る
世
帯
の
か
た
は
配
達

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

配
達
さ
れ
な
か
っ
た
保
険
証
は
、

10
月
１
日
以
降
に
国
保
年
金
課
窓
口

で
交
付
し
ま
す
が
、
取
り
に
来
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
た
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

受
け
取
り
に
は
身
分
証
明
書
が
必

要
で
す
。

※
国
保
年
金
課
で
転
送
依
頼
を
受
け

　

付
け
て
い
ま
す
が
、
世
帯
員
全
員

　

の
転
送
以
外
は
対
象
に
は
な
り
ま

　

せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証

国
民
健
康
保
険
証

配
達
方
法
変
更
の

配
達
方
法
変
更
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
証

国
民
健
康
保
険
証

配
達
方
法
変
更
の

配
達
方
法
変
更
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
年
金
課
国
保
係

　

（
☎
㉓
５
１
１
１
内
線
２
４
０
）


